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ととなった。

米国政府は本件被告人の出発地（ナイジェ

リア)、途中降機地（ドイツ)、および目的地

（イタリア）を含む110ヵ国との間で犯罪人

引渡条約を締結している。もっとも、犯罪人

引渡条約においては一般に引渡要件として

「双罰性」（引渡の根拠たる行為が引渡請求

国・被請求国いずれにおいても刑事処罰の対象

とされていること等）力罫必要とされていると

ころ、ナイジェリアでは競争法が施行されて

おらず、イタリア競争法には刑事罰規定が置

かれていない(3)。これに対し、ドイツ法は

（カルテルではなく）談合について刑事処罰

規定を有しているので犯罪人引渡を行うにつ

き重大な支障はなかったといえる。また、ド

イツを始め各国法は「自国民不引渡」方針を

定めていることが多いものの、本件はドイツ

政府にとって他国民（イタリア人）の引渡で

あった。

米国反トラスト法における公訴時効は5年

であるが、この間に起訴が行われた場合には

時効の完成は妨げられる。本件被疑者は2006

年11月以降カルテル行為に関与していなかっ

たことがうか力叡われるところ(2007年5月

（調査開始日）には同社の別の従業員力欝逮捕さ

れている)、同人がドイツ国内の空港におい

て逮捕されたのは2013年6月のことであった。

本件被疑者について米国反トラスト法上の公

訴時効が2006年11月、2007年5月、他の時点

のいずれから進行するかについては先例や事

実関係を踏まえた慎重な検討も必要となり得

るところであるが(4)、本件では同人について

2010年8月に起訴状(indictment)が提出さ

れたことにより時効の進行が停止し、時効完

成は妨げられていた(5)。

近年、国際カルテル事件に対する各国当局

の協力による調査が拡大しているところ、本

件は、日本政府に対して米国政府ｶゴ国際カル

テル事件に関連して日米犯罪人引渡条約に基

づく引渡を請求する可能性や引渡の実現可能

性について検討を深めておくことが重要とな

りつつある中で公表された。本件は、各国政

府が国際カルテル事件において立入検査の日

程調整のみならず被告人の身柄確保について

篝
篝
篝
篝
鐸
篝
篝
灘
簔

…
：

国際カルテル事件における
米国への犯罪人引渡事例が
公表される

－マ'ノンホースカルテル事
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米国司法省は、本年（2014年）4月4日、

「反トラスト法違反で初の犯罪人引渡」

(FIRSTEVEREXTRADITIONON

ANTITRUSTCHARGE)と題する報道発表

を行い(')、マリンホース国際カルテル事件に

おけるイタリア国籍被告人力奪ドイツ国内で逮

捕され、同人について米国への犯罪人引渡が

行われた旨公表した。報道発表によれば、本

件は反トラスト法違反を理由とする犯罪人引

渡の初の事例であるとのことである。

マリンホースカルテル事件(2)は、米国内に

集合し会合を行うなどしていた各社役員等8

名が2007年5月2日に一斉に逮捕されるとい

う異例の調査開始、各国当局ほぼ同時期の立

入検査実施等に始まり、その後も、逮捕者の

うち英国籍の3名について米国司法省との司

法取引に基づいて英国へ帰国し同国にて刑期

に服する旨の当局間調整（米国司法省2007年

12月12日付報道発表)、イタリア系企業従業員

2名（うち1名は上記の逮捕者）に対する米国

裁判所における無罪判決(2008年)、日本国

籍被疑者による反トラスト法違反に加え海外

腐敗行為防止法(FCPA法）違反についての

有罪答弁（米国司法省2008年12月10日付報道発

表）等、市場規模の決して大きくない商品に

係る事件でありながら異例の手続・当局間協

力実績等が積み重ねられてきた事件であると

ころ、本件はこれらに新たな記録を加えるこ
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も具体的な協力関係を実現しつつあることを

示したものであり、海外事例ではあるものの

日本人にとっても無関係ではなく注目すべき

ものといえる。また、日米犯罪人引渡条約や

わが国犯罪人引渡法における双罰性要件（公

訴時効等)、「自国民不引渡」に関する解釈や

取扱いについて検討するに当たっても、本件

は貴重な素材を提供するものと思われる。

難字篭召屋綴総
;の成否最高裁平成26年3月28日

：贄琴白星星麓繼：
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去る3月28日、ゴルフ場を利用した暴力団

員に対する詐欺罪の成否につき、結論が異な

る2つの最高裁の判断が出された(1)。また、

4月7日には、暴力団員の銀行口座開設につ

き、詐欺罪を認めた最高裁決定が出された(2)。

暴力団員等の反社会的勢力に関しては、平成

19年6月に犯罪対策閣僚会議幹事会申合せに

よって「企業が反社会的勢力による被害を防
止するための指針」（以下「政府指針」という）

が公表され、各業界団体において暴力団排除

条項等の参考例が示され、各地方公共団体に

おいても暴力団排除条例が制定され、反社会

的勢力と関係を持たないことが経済界におい

ても潮流となっているが、本論考ではゴルフ

場利用について、詐欺罪の成否が分かれた最

高裁判決の内容を比較するとともに、預金口

座開設と詐欺罪の成否に関する最高裁判決に

ついて検討した上で反社会的勢力との関係を

遮断するための実務対応について考える。

(1)<http://www・justice.gov/atr/public/

press_releases/2014/304888.pdf>.
(2)マリンホースカルテル事件の事案の概要に

ついては、大川進＝平山賢太郎「マリンホー

スの製造販売業者に対する排除措置命令及び

課徴金納付命令について」公取693号(2008)

69頁が詳しい。また、本件審査における各国

競争当局の審査協力の概要については、当局

間会合である国際競争ネットワーク(ICN)

国際会議における各国当局職員によるパネル

ディスカッション資料(http://www.inter

nationalcompetitionnetwork.org/uploads/

library/doc729.pdf)が参考となる。

(3)過去のカルテル事件における英国から米国

への犯罪人引渡事例においては、違反行為当

時の英国競争法にカルテルに対する刑事罰規

定が存在しなかったため、双罰性要件が満た

される司法妨害（刑事罰の定めがある）を理

由として引渡が行われた。

(4)なお、双罰性について検討するに当たって

は、米国から引渡請求を受けた国の法律に基

づく公訴時効についても具体的に検討すべき

場合がある。

(5)同人は国際刑事警察機構（通称Interpol)
による指名手配リスト（いわゆるred

notice)に掲載されていたようである。指名

手配リストはInterpolウェブサイトに掲載さ

れており、国籍・氏名等により検索できる。

（1）最高裁第二小法廷判決平成25年（あ）第3

号詐欺被告事件（以下「宮崎事件」という）、

最高裁第二小法廷決定平成25年（あ）第725

号詐欺被告事件（以下「長野事件」という）。

（2）最高裁第二小法廷決定平成25年（あ）第

1595号詐欺被告事件（以下「ゆうちよ銀行事

件」という）。

1詐欺罪の構成要件等

詐欺罪は、刑法246条に規定されていると

ころ、同条1項の財物を編し取る財物詐欺罪

（1項詐欺とも呼ばれている)、同条2項の人

を欺いて利益を受ける利益詐欺罪（2項詐欺

とも呼ばれている）に分かれる。

宮崎事件と長野事件は、ゴルフ場を利用し


